
令和５年度都区財政調整について 

 

令和５年度 都区財政調整方針 

 

令和５年度の都区財政調整については、下記により行うものとする。 

 

記 

第一 都区間の配分割合の協議の継続 
 

   都区間の配分割合に関する事項については、当面の間、令和２年度都区財政調

整方針（※）を維持することとし、配分割合の協議については、令和４年度の協議

を継続するものとする。 

 

第二 基準財政収入額 
 

１ 基準財政収入額は、各特別区の財政力を合理的に測定する趣旨を踏まえながら、

過去の実績に基づく標準算定を行う。 

２ 算定に当たっては、社会経済及び税制改正の動向、国税の状況等を考慮しつつ、

標準徴収率により算定する。 

 

第三 基準財政需要額 
 

１ 基準財政需要額は、特別区がひとしくその行うべき事務を遂行することができ

るよう、合理的かつ適正な方法により標準算定を行う。 

２ 特別区における行財政の実態を踏まえ、算定方法を見直すとともに、各測定単位

における数値の増減、国・都の方針による増減等を見込むものとする。 

 

第四 今後の措置 
  

１ 本方針に基づき、都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例の

一部を改正する条例案を令和５年第三回東京都議会定例会に付議するものとする。 

２ 区別の算定は、上記条例の公布後に行う。 

 

 

※令和2年度都区財政調整方針（都区間の配分割合の変更） 

   都区財政調整は、基準となる財政上の需要と収入の差を普通交付金とする仕組みであり、都

区間の配分割合は、中期的には安定的なものを定める必要がある。 

   しかしながら、配分割合に関しては、児童相談所の運営に関する都区の連携・協力を一層円

滑に進めていく観点から、今回、特例的な対応として、特別区の配分割合を令和２年度から

0.1％増やし、55.1％とする。 

  今回の特例的な対応により変更した分も含め、令和４年度に、配分割合のあり方について、 

改めて協議することとする。 

 

総 務 委 員 会 資 料 

令 和 5 年 9 月 2 6 日 

企 画 部 財 政 課 
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令和５年度 都区財政調整の概要について 

 

１ 交付金の総額                     【対前年度当初】 
 
 （１）調整税等            ２兆１，１０２億円（６．６％増） 
 
 （２）交付金の総額          １兆１，９４４億円（７．７％増） 
   （調整税等×５５．１％＋精算額） 
 
     ・普通交付金（９５％相当）  １兆１，３４７億円（７．７％増） 
      
     ・特別交付金（ ５％相当）      ５９７億円（７．７％増） 
 
２ 基準財政収入額           １兆３，２３５億円（７．３％増） 
 
３ 基準財政需要額           ２兆４，５８２億円（７．５％増） 
 
 （１）経常的経費           １兆９，５８６億円（２．０％増） 
 
 （２）投資的経費             ４，９９６億円（３５．７％増） 
 
 ≪新規算定等の主な項目≫ 
  新規算定 
    ○ 医療的ケア児支援経費 
    ○ 公衆喫煙所維持管理費 など 
  算定改善等 
    ○ 私立保育所等の施設型給付費 
    ○ 出張所管理運営費 
    ○ 児童相談所関連経費 など 
  その他 
    ○ 公共施設改築工事費の臨時的算定 
 
４ 普通交付金所要額           １兆１，３４７億円（７．７％増） 
   ※ 普通交付金所要額＝基準財政需要額－基準財政収入額 
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